
　
手
話
は
見
る「
こ
と
ば
」で
す
。物
や
漢

字
の
形
な
ど
言
葉
の
意
味
か
ら
作
ら
れ
、

手
話
で
言
葉
を
伝
え
あ
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

〈
昼
の
部
〉

●
時
間
／
午
前
10
時
〜
午
前
11
時
30
分

●
日
程
・
会
場
／

①
１
回
講
座

・
10
月
５
日
㈬　
れ
い
ん
ぼ
ー

②
２
回
講
座（
１
回
で
も
参
加
で
き
ま
す
）

・
９
月
14
日
㈬
・
21
日
㈬　

　
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
か
な
で
〜
る　

〈
夜
の
部
〉

●
時
間
／
午
後
７
時
〜
午
後
８
時
30
分

●
日
程
・
会
場
／　

①
１
回
講
座

・
10
月
５
日
㈬　
れ
い
ん
ぼ
ー

②
２
回
講
座（
１
回
で
も
参
加
で
き
ま
す
）

・
９
月
15
日
㈭
・
21
日
㈬　

　
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
か
な
で
〜
る

●
対
象
者
／
市
内
在
住
の
方（
小
学
生
以
上
）

●
参
加
費
／
無
料

●
定
員
／
各
10
名

●
講
師
／
北
斗
ろ
う
協
会

●
申
込
期
限
／
９
月
講
座
は
、
８
月
31
日

　
㈬
、
10
月
講
座
は
９
月
28
日
㈬
ま
で
に

　
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

 
市
役
所
民
生
部
保
健
福
祉
課

手
話
通
訳
者　
小
石  　
﹇
内
線
１
５
２
﹈

は
じ
め
て
で
も
覚
え
ら
れ
る

「
手
話
教
室
」
を
開
催
し
ま
す

　児童扶養手当を受けている方は、毎年８月中に
現況届を提出する必要があります。
　この届けは、受給者や同居家族の状況等を記
載し、手当を引き続き受ける要件を満たしている
かどうかを確認するためのものです。届出がない
場合、11月分以降の手当が受給できなくなります
のでご注意ください。
　なお、前年の所得等により手当の全額が支給停
止されている方についても、現況届の提出が必要
となります。
●現況届の書類は、該当する方へ郵送します
　現況届のほか、手当の受給年数や世帯構成に
より添付書類が必要です。詳細については、個別
に郵送している文書に記載していますのでご確認
のうえ、必要事項をご記入いただき必ず受給者ご
本人が提出してください（８月中旬までに書類が
届かない場合は、お問い合わせください）。
●現況届の受付場所

　　
 市役所子育て支援課子育て支援係［内線163］

　ご本人やご家族等を対象に、うつ病や統合失
調症、ひきこもり、依存症、高次脳機能障害などの
精神疾患について、精神科医師等による相談を月
１回実施しています。プライバシーは保たれますの
で、安心してご相談ください。
　なお、保健師による相談は随時行っています。

●料金／無料　（予約制）
●場所／渡島保健所（函館市美原４丁目6－16）
●日程／

　　渡島保健所健康推進課健康支援係
☎47－9548

申
込
み
・
問

児童扶養手当現況届の提出をお忘れなく一人で抱え込まないで
令和４年度  渡島保健所精神保健相談（心の健康相談）

会場

総合分庁舎市民窓口課
七重浜支所

北斗市役所子育て
支援課（1階7番窓口）

8月31日（水）までの平日
[特設] 8月20日（土）のみ
8月31日（水）までの平日
[特設] 8月12日（金）のみ

令和４年　８月２６日（金）

令和４年　９月１６日（金）

令和４年 １１月１７日（木）

令和４年 １２月１４日（水）

令和５年　１月２７日（金）

令和５年　２月１６日（木）

令和５年　３月１７日（金）

１４：００～１６：００

8：30～17：00
9：00～20：00
8：30～17：00
9：00～20：00

受付日 受付時間

問
問

日程表

『北斗市手話言語条例
パンフレット』

－北斗市は、［北斗市手話言語条例］を制定しています－

　市役所保健福祉課、総合分庁舎、七重浜・茂辺地両支所、
公民館に置いています。ご自由にお持ちいただけます。
　市公式ホームページからもご覧になれます。

15 August  2022


